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 ○生産緑地地区制度概要 

 

＊生産緑地地区制度とは 

市街化区域内にある農地の緑地機能に着目して、災害の防止や農業と調和した都市環

境の保全などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の

制度です。生産緑地地区に指定された農地は、その後農地として管理することが義務付

けられ、農地以外の利用が出来ません。 

 

 ＊生産緑地の指定要件 

①市街化区域内にある農地等で公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保

全など、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の用に供する

土地として適しているものであること。 

②面積５００㎡以上の規模の区域であること。 

③用水路その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認めら

れるものであること。 

 

＊生産緑地の行為制限解除 

当該生産緑地地区の指定を告示した日から起算して３０年を経過したとき、又は主た

る農業従事者が死亡、もしくは農業に従事することが不可能な故障となった場合に、市

長に対し買い取の申出をすることが可能です。 

買い取りの申し出が出されると市は各部局に買い取り希望照会を行い、買い取りの申し

出がない場合には農業委員会、農協を通じて農業従事者へ取得斡旋の依頼を行います。 

買い取り申出の受理の日から起算して３ヵ月以内に生産緑地の所有権の移転が行われな

かった場合は行為制限解除となります。 

  

＊富士見市生産緑地地区数及び面積  

告示日 地区数 面積 

平成  ４年１２月１０日 ２１６地区 ７０．７７ha 

平成 ２２年１２月２４日 ２４６地区 ８８．４０ha 

本議案可決後 ２４３地区 ８７．６６ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１ 
 

富士見市生産緑地地区の都市計画変更手続きについて 
 

 
平成２３年 ８月２５日       市農業委員会総会（承認） 
 
平成２３年 ８月２９日       県環境部長との事前協議 
 
平成２３年 ９月１３日       県知事協議 
 
平成２３年 ９月２２日       県知事から回答（異存なし） 
 
平成２３年１０月 ６日       法第 17 条による案の告示 
 
平成２３年１０月 ６日から     法第 17 条による案の縦覧 
平成２３年１０月２０日まで      
 
平成２３年１１月１５日       市都市計画審議会へ諮問 
                  
（平成２３年  月   日）      法第 20 条による決定告示 
 
（平成２３年  月   日）      図書の写しの送付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



資料２ 
 

理  由  書 
 

本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定（第２１条第２項の規定において

準用する同法第１７条第１項の規定）に基づき、富士見都市計画生産緑地地区の変

更についての理由を示したものです。 
 
【変更の理由】 
変更する生産緑地 変更する内容 

第 ７６ 号生産緑地地区 

法第１０条の規定により買取りの申出書

が提出され、その後、申出のあった日から

３ケ月の期間内に所有権が移転されなか

ったため、行為制限が解除された。 

第 ９８ 号生産緑地地区 

第 １１９ 号生産緑地地区 

第 １３４号生産緑地地区 

第 １４６ 号生産緑地地区 

第 ２６ 号生産緑地地区 

面積を実測した結果、決定面積と差異が生

じた。 

第 １４０号生産緑地地区 

第 ２４９号生産緑地地区 

第 ２７０号生産緑地地区 

第 ２１３号生産緑地地区 法第１０条の規定により地区の一部につ

いて行為制限が解除され、それに伴い一部

地域が面積要件を欠いた。 

 
 
 
 
 
 
 



資料３ 
 

富士見都市計画生産緑地地区の変更（富士見市決定） 
 
１ 都市計画生産緑地地区中、第２６号生産緑地地区ほか６地区を次のように変更する。 
２ 都市計画生産緑地地区中、第７６号、１１９号及び１４６号生産緑地地区を廃止する。 
 

 
名       称 

 

 
面    積 

 

 
備   考 

 
 
第 ２６ 号生産緑地地区 
 
第 ９８ 号生産緑地地区 
 
第 １３４号生産緑地地区 
 
第 １４０号生産緑地地区 
 
第 ２１３号生産緑地地区 
 
第 ２４９号生産緑地地区 
 
第 ２７０号生産緑地地区 

 
約 ０．１４ｈａ 
 
約 ２．２２ｈａ 
 
約 ０．０８ｈａ 
 
約 １．２７ｈａ 
 
約 ０．０６ｈａ 
 
約 １．６８ｈａ 
 
約 ０．６９ｈａ 
 

 

[位置及び区域は計画図表示のとおり] 
 
理 由 
 法第１０条の規定に基づく行為制限の解除などにより、都市計画生産緑地地区を本案

のとおり変更するものである。 
 
 
 


